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犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
国
家
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

○
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

外
国
の
機
関

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
の
機
関
を
い
う
。

二

外
国
の
機
関

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
の
機
関
を
い
う
。

三

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
疑
わ
し

三

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
疑
わ
し

い
取
引
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

い
取
引
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

四

外
国
の
機
関
の
職
務

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
を
い
う
。

四

外
国
の
機
関
の
職
務

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
を
い
う
。

五

意
見
陳
述

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
を
い
う
。

五

意
見
陳
述

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
を
い
う
。

六

報
告
徴
収

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の

六

報
告
徴
収

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の

求
め
を
い
う
。

求
め
を
い
う
。

七

立
入
検
査

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。

七

立
入
検
査

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。

（
通
知
の
受
理
）

（
通
知
の
受
理
）

第
四
条

警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
（
以
下
「
組

第
四
条

警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
（
以
下
「
組

織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通

織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
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知
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
通
知

知
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
通
知

」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も

」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も

に
、
当
該
通
知
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
受
理

に
、
当
該
通
知
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
受
理

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捜
査
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
等
）

（
捜
査
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
等
）

第
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提

供
は
、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の

供
は
、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
検
察
官
、
検

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
検
察
官
、
検

察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
又
は
税
関
職
員
若
し
く
は
証
券
取
引
等
監
視

察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
又
は
税
関
職
員
若
し
く
は
証
券
取
引
等
監
視

委
員
会
の
職
員
（
以
下
「
検
察
官
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
罪

委
員
会
の
職
員
（
以
下
「
検
察
官
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
罪

に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
犯
則
事
件
の
調
査
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
犯
則
事
件
の
調
査
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

に
行
う
も
の
と
す
る
。

に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
）

（
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
）

第
七
条

組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ

第
七
条

組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ

し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、

し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、

当
該
求
め
を
行
っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書

当
該
求
め
を
行
っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書

を
徴
し
、
当
該
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
閲
覧
又
は
謄
写
に

を
徴
し
、
当
該
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
閲
覧
又
は
謄
写
に

係
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い

２

組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
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取
引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
写
し
の
送
付
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求

取
引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
写
し
の
送
付
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求

め
を
行
っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
を
徴
し

め
を
行
っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
を
徴
し

、
当
該
記
録
の
写
し
の
送
付
に
当
た
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し

、
当
該
記
録
の
写
し
の
送
付
に
当
た
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し

た
文
書
を
添
付
し
て
行
う
と
と
も
に
、
当
該
写
し
の
送
付
に
係
る
記
録
を
作
成
し

た
文
書
を
添
付
し
て
行
う
と
と
も
に
、
当
該
写
し
の
送
付
に
係
る
記
録
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
の
機
関
へ
の
提
供
）

（
外
国
の
機
関
へ
の
提
供
）

第
八
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提

第
八
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提

供
は
、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の

供
は
、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
外
国
の
機
関

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
外
国
の
機
関

の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
行
政
庁
と
の
連
携
）

（
行
政
庁
と
の
連
携
）

第
十
条

国
家
公
安
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
並
び
に
警
視
総
監
及

第
十
条

国
家
公
安
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
並
び
に
警
視
総
監
及

び
道
府
県
警
察
本
部
長
は
、
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て

び
道
府
県
警
察
本
部
長
は
、
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て

は
、
意
見
陳
述
が
行
政
庁
（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

は
、
意
見
陳
述
が
行
政
庁
（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

る
行
政
庁
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
特
定
事
業
者
の
監

る
行
政
庁
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
特
定
事
業
者
の
監

督
を
補
完
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
監
督
す
る
行
政

督
を
補
完
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
監
督
す
る
行
政

庁
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

庁
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
の
方
法
等
）

（
報
告
徴
収
の
方
法
等
）
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第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）

２

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）

を
書
面
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
照
会
書
を
用
い
る
も
の
と
す

を
書
面
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
照
会
書
を
用
い
る
も
の
と
す

る
。

る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警

４

法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警

察
本
部
長
は
、
調
査
又
は
立
入
検
査
に
よ
り
資
料
を
入
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か

察
本
部
長
は
、
調
査
又
は
立
入
検
査
に
よ
り
資
料
を
入
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
当
該
資
料
を
組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
当
該
資
料
を
組
織
犯
罪
対
策
企
画
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
庁
に
対
す
る
通
知
）

（
行
政
庁
に
対
す
る
通
知
）

第
十
二
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
立

第
十
二
条

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
立

入
検
査
承
認
予
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

入
検
査
承
認
予
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
陳
述
等
）

（
意
見
陳
述
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

委
員
会
は
、
報
告
徴
収
、
調
査
及
び
立
入
検
査
（
以
下
「
報
告
徴
収
等
」
と
い

２

委
員
会
は
、
報
告
徴
収
、
調
査
及
び
立
入
検
査
（
以
下
「
報
告
徴
収
等
」
と
い

う
。
）
の
結
果
、
意
見
陳
述
に
代
え
て
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言

う
。
）
の
結
果
、
意
見
陳
述
に
代
え
て
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言

又
は
勧
告
を
す
る
よ
う
行
政
庁
に
要
請
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

又
は
勧
告
を
す
る
よ
う
行
政
庁
に
要
請
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
旨
の
意
見
を
付
し
て
文
書
で
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

は
、
そ
の
旨
の
意
見
を
付
し
て
文
書
で
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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○
警
備
業
の
要
件
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
二
条

法
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

第
二
条

法
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）
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○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）
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○
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
等
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
等
）

第
一
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

第
一
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
罪
は
、
次
の
と

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
罪
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

（
譲
渡
し
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
態
の
罪
）

（
譲
渡
し
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
態
の
罪
）

第
十
三
条
の
二

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

第
十
三
条
の
二

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

め
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら

十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
罪

第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
罪
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○
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
定
め
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
違
法
な
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と

で
定
め
る
違
法
な
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と

す
る
。

す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）



- 17 -

○
国
家
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
一
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
一
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

い
う
。
）
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）
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○
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）

五
十
七
・
五
十
八

（
略
）


